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ESG 評価本部 

担当アナリスト︓篠原 めい 
 

格付投資情報センター（R&I）は、横浜市が 2023 年 11 月に策定した「横浜市サステナビリティボンド・
フレームワーク」（本フレームワーク）が、国際資本市場協会（ICMA）の「グリーンボンド原則 2021」、「ソ
ーシャルボンド原則 2023」及び「サステナビリティボンド・ガイドライン 2021」、環境省の「グリーンボン
ドガイドライン（2022 年版）」並びに金融庁の「ソーシャルボンドガイドライン（2021 年版）」に適合して
いることを確認した。オピニオンは下記の見解に基づいている。 

■オピニオン概要 

(1)調達資⾦の使途 

  神奈川東部方面線整備事業は人々により低排出な輸送手段への移行を可能とするものであり、「クリーン
輸送」に該当するグリーン適格事業である。横浜市内外への移動の円滑化や利便性向上により市民生活や
企業活動の活性化が見込まれるとともに、地域のまちづくり活動や事業者による土地利用にあたってのガ
イドラインを事業者と共有する等、新駅設置や周辺道路の整備等による地区の状況変化や社会経済情勢の
変化等に対しても柔軟な対応が図られる。事業評価監視委員会が事業再評価において環境・安全への影響
評価を実施しており、適切な環境保全策が実施されることから、全体として明確な環境改善効果が見込め
ると判断した。 
（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業は米軍施設の跡地にグリーンインフラを実装した巨大な都市公

園を計画するものである。都市部における緑地の保全・育成、生態系ネットワークの形成、水資源循環、
防災・減災機能の強化及び暑熱対策に資する取組内容であり、「生物自然資源及び土地利用に係る環境持続
型管理」、「持続可能な水資源及び廃水管理」、「気候変動への適応」に該当するグリーン適格事業である。
ネイチャーポジティブの実現に向けた政府の基本戦略の中でも重要な位置づけにあり、2027 年の国際園芸
博覧会の開催を通じて、都市生活と自然の共存を可能とするグリーンシティの実現が期待できる。環境影
響評価や事後評価を通じて適切な環境保全策が実施されることから、事業全体として明確な環境改善効果
が見込めると判断した。 
横浜市独自の施設である地域ケアプラザは、日常生活圏域単位の福祉保健の拠点として、誰もが地域で

安心して暮らせるような「地域づくり」、「地域のつながりづくり」を支える。参加と協働の促進により、
高齢者をはじめ、子ども、障害のある人等、多くの市民に健康増進や安心確保といった効果が及ぶものと
期待され、市民生活における Well-being の向上、地域共生社会の実現に資するとのポジティブな社会的成
果が見込まれる。事業区分は、高齢者、障害者を含む全ての人々を対象とした「必要不可欠なサービスへ
のアクセス」及び「社会経済的向上とエンパワーメント」に該当するソーシャル適格事業である。 
小中学校は次世代を担う子どもたちの重要な学びの場であり、子育て世帯にとって必要不可欠なサービ

スである。少人数学級の整備は GIGA スクール構想との両輪により、学習支援が必要な子どもを含むすべ
ての子どもたちの可能性を引き出し、個別最適な学びと協働的な学びを実現するとのポジティブな社会的
成果が期待できる。事業区分は子どもと子育て世帯を対象とした「必要不可欠なサービスへのアクセス」
に該当するソーシャル適格事業である。 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 

  横浜市は、人口減少社会にあってこそ、横浜に関係するすべてのステークホルダーとの協働・共創の力
で未来を切り拓いていく必要があるとの考えから、2040 年頃の横浜のありたい姿を「共にめざす都市像：
明日をひらく都市」としている。「明日をひらく都市」の実現に向けて、次世代を育み、都市としての活力
を生み出しつづけることが最重要であるとしたうえで、「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハ
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マ」を 2030 年頃までの基本戦略に掲げている。中期計画（計画期間：2022~2025 年度）では、共にめざ
す都市像の実現に向けた 10 年程度の方向性・姿勢を基本戦略で明確化した上で、9 つの中長期的な戦略を
定めるとともに、戦略を踏まえ計画期間内に重点的に取り組む 38 の政策をとりまとめている。本フレーム
ワークで定める 13 の適格プロジェクトは、上記の政策の一環として明確に位置付けられている。 
本フレームワークで定めるグリーン適格プロジェクトについては、横浜市地球温暖化対策実行計画、同

市役所編及びこれらの関連計画において重要な戦略的意義を有している。横浜市は 2018 年 10 月に横浜市
地球温暖化対策実行計画を改定し、2050 年までの脱炭素化を目指す「Zero Carbon Yokohama」を掲げた。
2021 年には地球温暖化対策の推進とともに市内経済循環と持続可能な発展の実現を目指す脱炭素条例を
施行、さらに 2022 年 2 月には 2030 年度までの温室効果ガス削減目標を国の目標を上回る「2013 年度比
50%」に引き上げることを宣言した。2023 年 1 月の改訂では、「市役所の率先行動」や 2027 年に横浜で初
の万博開催となる国際園芸博覧会を見据えた「脱炭素に対応したまちづくり」を重点取組に掲げ、脱炭素
に向けた取組みを加速している。 
適格プロジェクトは、予算において編成された各事業の中から、インパクトを定量的に把握することが

可能であり、かつ法令の規定により地方債の財源とすることの可能な事業に対象を絞っている。適格プロ
ジェクトは事業評価が適切に実施され、地方自治法等の関係法令に基づき策定され、必要な市会の議決を
経たものとなっている。財政局資金課が各事業課と協議しその適格性を評価した上で、財政局長が適格プ
ロジェクトとして選定している。以上より、プロジェクトの評価・選定のプロセスは妥当と判断した。 

(3)調達資⾦の管理 

  本フレームワークに基づく調達資金は法令・条例等の定めるところにより適切に管理される。当該年度
中に資金充当が完了する予定であり、一時的に発生する未充当資金は現金または現金同等物、短期金融資
産などの流動性の高い資産により運用される。適格プロジェクトに充当する資金は経理区分に従って分類
され、その資金使途が明確に管理される。適格プロジェクトに係る歳入歳出は、各会計年度の終了後に決
算関係書類を調製し、監査委員の決算審査とともに市会の認定を受ける。以上より、調達資金の管理は妥
当と判断した。 

(4)レポーティング 

横浜市のホームページで本フレームワークを開示する。債券発行後の資金充当状況及び環境・社会面の
インパクトについては、事業単位かつ債券単位で開示する。神奈川東部方面線整備については CO2排出削
減量の見込値（t-CO2）をその前提とともに開示し、その他のグリーン適格プロジェクトについては整備実
績を示す指標や計画に対する進捗率を開示する。ソーシャル適格プロジェクトについては、各事業の概要、
対象となる人々に加えて、施設の整備数や定員数などのアウトプットに相当する指標を開示する。また、
中期計画期間内の各政策及び各施策の成果を分かりやすく示す指標を開示していく予定であり、アウトカ
ム及びインパクトについては、それらの指標等を参照して把握することが可能である。以上より、レポー
ティングは妥当と判断した。 
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発⾏体の概要 
横浜市は人口 377 万人1の政令指定都市であり、人口規模で国内最大の基礎自治体。神奈川県東部に位置

し、中心部は東京都心部から約 30 km 圏内にある。幕末開港以来の国際港湾都市として栄え、日本の近代化
を支えた歴史によって育まれた文化観光資源にも恵まれる。都市計画においては、1965 年以降の横浜市六大
事業2で現在の都市構造の原型が形成された。みなとみらい２１エリアには水と緑や歴史と調和した魅力的な
ランドスケープが広がり、ビジネス・商業・行政・国際交流等の首都機能が集積されている。 

横浜市は 2021 年に戦後初の人口減少3に転じるというターニングポイントを迎えた。高度経済成長期の前
後には東京のベッドタウンとして大規模な住宅開発が進められ、京浜工業地帯で雇用創出があったこと等を
背景に世帯が大量流入した。当時急増した団塊の世代4はこれから後期高齢者になる時期を迎え、高齢化率は
既に 25.0%（2023 年 3 月 31 日現在）に達している。こうした構造問題に対応していくため、高齢者福祉や
社会・経済を支える子育て世代の支援策を拡充し、子どもの貧困等にも配慮した包摂的な市政運営が求めら
れるとともに、老朽化する公共施設の保全更新を計画的かつ効果的に進め、市民生活の Well-being と経済活
動を維持していくことも重要な課題となっている。 

環境課題に関しては、高度成長期の人口急増に伴うごみ、道路交通、環境破壊、水資源、公共用地などに
関連する都市問題への対処として、企業との公害防止協定締結や独自の要綱・指針等による規制指導、公害
対策基本法に先んじた市民の主体的な活動や積極的な制度提案により克服してきた歴史を持つ。東日本大震
災後はエネルギー問題に重点を置き、環境未来都市計画5（2012 年 5 月策定）のもとで再生可能エネルギー
の導入や地域エネルギーマネジメントシステムの構築、EV の普及・利活用の推進、減災性・エネルギーの
自立性・自律性向上などの取り組みを先導してきた。2015 年にパリ協定・SDGs が採択されたことを受けて、
2050 年までのカーボンニュートラル実現を目指す「Zero Carbon Yokohama」（2018 年 10 月）を国に先駆
けて宣言し、地球温暖化対策とエネルギー施策を強化している。 

 

                                                      
1 2023 年 9 月 1 日現在の横浜市の推計人口は 3,772,440 人。推計人口は令和 2 年国勢調査結果（確定値）を基礎とし、

住民基本台帳法及び戸籍法の定める届出等の増減を加減して、毎月１日現在の推計人口として算出している。 
2 横浜市六大事業は太平洋戦争により荒廃した横浜市の中心部の再生と活性化を目的に始まった大規模な都市計画の呼

称。横浜市中心部に止まらず、郊外を含めた横浜市全域を視野に入れており、道路・鉄道・港・埋め立て・経済的効率性・

エリアの配置などを網羅したグランドデザインにより現在の都市構造の骨格を形成した。 
3 2021 年 10 月 1 日時点の横浜市の推計人口は 3,775,352 人と前年の 3,777,491 人から減少に転じた。 
4 団塊の世代（だんかいのせだい）とは、日本において第一次ベビーブームが起きた時期（第二次世界大戦直後の 1947
年～1949 年）に生まれた世代を指す。 
5 政府の環境未来都市構想において、横浜市は 2008 年に環境モデル都市、2011 年に環境未来都市の選定を受けており、

持続可能な経済・社会システムを持った都市・地域づくりを推進してきた。 
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1. 調達資⾦の使途 

(1) 適格プロジェクト 

 本フレームワークは横浜市を資金調達者とするグリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティ
ボンドのための共通の枠組みを規定したもの。調達資金の使途は以下の適格プロジェクトに対する新規
投資に限定される。 

 原則で示される事業区分との対応関係は下記の通り。 

 

  

適格プロジェクト 事業区分 
グリーン ソーシャル 

① 神奈川東部⽅⾯線整備 クリーン輸送 - 

② 市役所 RE100 推進事業 エネルギー効率 - 

③ ⽼朽校舎改修事業 
（LED 化改修⼯事） 

エネルギー効率 - 

④ 公園整備事業 
（（仮称）旧上瀬⾕通信施設
公園） 

⽣物⾃然資源及び⼟地利⽤に係る
環境持続型管理 
持続可能な⽔資源及び廃⽔管理 
気候変動への適応 

- 

⑤ 河川整備 気候変動への適応 - 

⑥ 下⽔道整備 気候変動への適応 - 

⑦ インフラ施設の整備、改修 - ⼿ごろな価格の基本的インフラ設備 
社会経済的向上とエンパワーメント 

⑧ 保育所等整備 - 必要不可⽋なサービスへのアクセス 
社会経済的向上とエンパワーメント 

⑨ 特別養護⽼⼈ホーム整備 - 必要不可⽋なサービスへのアクセス 
社会経済的向上とエンパワーメント 

⑩ 地域ケアプラザ整備 - 必要不可⽋なサービスへのアクセス 
社会経済的向上とエンパワーメント 

⑪ ⼩中学校整備 - 必要不可⽋なサービスへのアクセス 

⑫ 児童福祉施設整備 - 必要不可⽋なサービスへのアクセス 

⑬ 障害者⽀援施設整備 
（松⾵学園再整備） 

- 必要不可⽋なサービスへのアクセス 
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(2) 適格プロジェクトの事業区分、期待される環境改善効果・社会的成果 

＜グリーン＞ 

適格プロジェクト①︓ 神奈川東部⽅⾯線整備 

事業区分︓ クリーン輸送 

事業概要︓ グリーンまたはサステナビリティボンドの調達資金は「相鉄・東急直通線」の整備及び費用平準
化に伴う後年度分の支出に充当される。神奈川東部方面線整備事業は都市鉄道等利便増進法に基づき、「相鉄・
ＪＲ直通線」（西谷～羽沢横浜国大間）及び「相鉄・東急直通線」（羽沢横浜国大～日吉間）の二つの連絡線
を整備するもの。相鉄線と JR 線、相鉄線と東急線とが相互に乗り入れ可能となり、横浜市西部及び新横浜
都心と東京都心方面との速達性の向上や広域鉄道ネットワークの形成が図られる。 

整備主体である（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構（JRTT）に対して、国・県と協調して補助金を交
付し事業を進めている。財源構成は国、JRTT、地方自治体が各三分の一を負担6し、開業後、JRTT は各営業
主体様から受け取る施設使用料を借入金償還の原資としている。「相鉄・ＪＲ直通線」は、2018 年 11 月 30
日に、「相鉄・東急直通線」は 2023 年 3 月 18 日に開業し、神奈川東部方面線全線で運行が開始した。2024
年度の事業完了を目指し、日吉駅構内や新横浜駅周辺の復旧工事が進められているところである。 

■神奈川東部⽅⾯線 

 
[出所：JRTT・相模鉄道・東急鉄道「神奈川東部方面線 計画路線マップ」] 

環境⾯の課題と成果︓ 気候変動問題は人類共通の喫緊の課題として認識されている。気候変動に関する政府
間パネル（IPCC）7が 2021 年 8 月に公表した第 6 次評価報告書（第 1 作業部会報告書）では、極端な高温、

                                                      
6 横浜市は地方自治体の補助のうち三分の二を負担しており、実質総事業費の九分の二を補助している。 
7 IPCC は国連気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）の略。人為起源による

気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的と
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海洋熱波、大雨の頻度と強度の増加等は、地球温暖化の進行に直接関係していることは疑う余地がないとさ
れ、気候変動問題は世界各国が取り組まなければならない喫緊の課題であるとしている。2022 年 4 月公表の
同評価報告書（第 3 作業部会報告書）では、地球温暖化抑制のために人々が取りうる対策の一つとして、陸
上運輸部門における公共交通や共有モビリティ等へのシフトが取りあげられている。 

神奈川東部方面線整備事業は人々により低排出な輸送手段への移行を可能とするものであり、「クリーン輸
送」に該当する。定量的な環境改善効果として、JRTT の事業評価監視委員会による「神奈川東部方面線事
業再評価」によれば、鉄道及び自動車からの移行により、一定の前提8のもと、CO2削減量で約 1,500t-CO2／
年、NOx 削減量で約 14t-NOx／年の温室効果ガス削減効果が見込まれている。 

ネガティブな影響への配慮︓ 新駅が整備されることにより周辺地域の交通及び生活の利便性が向上する一方
で、さまざまな開発、緑地や農地等自然環境の減少、地区の安全性の低下等、地域の生活環境が変化する可
能性がある。新駅周辺の住民が、地域における現況の課題や問題点、新駅設置に伴い予想される課題を整理・
検討するためのまちづくり協議会を設立し、「まちづくり基本計画（地区プラン）」を策定している。地域の
まちづくり活動や事業者による土地利用にあたっての指針としてガイドラインを共有し、新駅設置や周辺道
路の整備等による地区の状況変化や社会経済情勢の変化等への柔軟な対応を図っている。また、JRTT の事
業評価監視委員会が神奈川東部方面線事業再評価において環境・安全への影響評価を実施している。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓ 神奈川東部方面線整備事業は人々により低排出な輸送手段への移行を
可能とするものであり、「クリーン輸送」に該当する。横浜市内外への移動の円滑化や利便性向上により市民
生活や企業活動の活性化が見込まれるとともに、地域のまちづくり活動や事業者による土地利用にあたって
のガイドラインを事業者と共有する等、新駅設置や周辺道路の整備等による地区の状況変化や社会経済情勢
の変化等に対しても柔軟な対応が図られる。事業評価監視委員会が事業再評価において環境・安全への影響
評価を実施しており、適切な環境保全策が実施されることから、全体として明確な環境改善効果が見込める
と判断した。 

SDG との整合︓ ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

9.1 全ての⼈々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と⼈間
の福祉を⽀援するために、地域・越境インフラを含む質の⾼い、信頼で
き、持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 
11.2 2030 年までに、脆弱な⽴場にある⼈々、⼥性、⼦供、障害者及び
⾼齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡⼤などを通じた交通の
安全性改善により、全ての⼈々に、安全かつ安価で容易に利⽤できる、
持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果
的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

 

  

                                                      
して、1988 年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立された組織。気候変動を 1.5℃未満に抑え、

パリ協定で合意した世界的な共通目標を達成するには、2050 年までに世界の CO2 排出量をネットゼロにしなければな

らないとした「1.5℃特別報告書」（2018 年 12 月発表）はその後における各国の政策や企業行動に大きな影響を与えた。 
8 自動車については、鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル（2012 年改訂版）で示されている計測式に当てはめ、事

業を実施した場合と事業を実施しなかった場合の差を合算して算出している。鉄道については、開業によって当該路線お

よび関連路線で運行される列車の車両キロが変化するものとして、その運転用電力の電力量増分に基づき排出量の変化

を算出している。さらに、これら算出した CO2 及び NOX の削減量については開業後 30 年間の平均値としている。 
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＜グリーン＞ 

適格プロジェクト②︓ 市役所 RE100 推進事業 
適格プロジェクト③︓ ⽼朽校舎改修事業（LED 化改修⼯事） 
事業区分︓ エネルギー効率 

事業概要︓ グリーンまたはサステナビリティボンドの調達資金は区庁舎の LED 化工事及び学校施設の LED
化改修工事に充当される。横浜市中期計画で戦略の一つに掲げる「Zero Carbon Yokohama」の実現にあた
り、横浜市は市内最大級の排出事業者として公共施設の省エネルギー化と再生可能エネルギー転換を同時に
推進している。 

2023 年 1 月、横浜市は「横浜市地球温暖化対策実行計画」及び同市役所編（計画期間：2022 年度~2030
年度）を改訂した。同改訂では、温室効果ガス排出削減と市内経済の持続可能な発展を目指し、「市役所の率
先行動」を重点取組の一つに掲げ、脱炭素に向けた取組みを加速している。公共施設の LED 化はその中でも
重要な取組として位置付けられており、省エネルギー化を実現するうえで最も効率的な手段と捉え、2030 年
までの 100％LED 化を進めている。 

環境⾯の課題と成果︓照明器具の LED 化により年間の電力消費量を削減できるほか、長寿命化や水銀フリー
といった便益が期待できる。調達資金の使途である区庁舎 LED 化工事と学校施設の LED 化改修工事はいず
れも合理的な前提条件のもとで明確な省エネ効果と CO2削減効果が見込まれ、気候変動の緩和に資する取り
組みである。政府は 2020 年 10 月、 2050 年までにカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現を目指すと宣
言し、2021 年 10 月にはパリ協定にもとづいて計画された NDC（国が決定する貢献）として、「2030 年度
に温室効果ガスを 2013 年度から 46%削減することを目指すこと、さらに 50%削減の高みに向け挑戦を続け
る」との目標を決定した。当該目標の達成に向け、2021 年 10 月閣議決定の地球温暖化対策計画ではエネル
ギー起源二酸化炭素の排出削減対策・施策の一つとして、省エネ性能の高い設備機器の導入を掲げている。
特に LED 等の高効率照明については 2030 年までにストックで 100%普及することを目指し、トップランナ
ー制度9を通じて更なる普及を促進するとしている。 

ネガティブな影響への配慮︓設備更新に伴い産業廃棄物が発生する。産業廃棄物の処分については、委託先
の中間処理業者及び最終処分業者の選定、委託先の産業廃棄物管理票（マニフェスト）の管理を通じて適切
に実施される。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓ 区庁舎 LED 化工事と学校施設の LED 化改修工事はいずれも政府が
推進するトップランナー制度のもとで明確な省エネ効果と CO2 削減効果が見込まれるものであり、「エネル
ギー効率」に該当するグリーン適格事業である。LED 化に伴い省エネ効果、長寿命化、水銀フリーといった
便益が期待できるほか、廃棄物管理も適切に実施されることから、全体として明確な環境改善効果が見込め
ると判断した。 

SDG との整合︓ ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

 
7.3 2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 

                                                      
9 エネルギー消費機器製造事業者等に係る省エネ法規制。照明器具を含む 32 の機器及び建材について、それらの製造事

業者や輸入事業者に対し、エネルギー消費効率の目標を示して達成を促すとともに、エネルギー消費効率の表示を求める

もの。目標となる省エネ基準（トップランナー基準）は、現在商品化されている製品のうち、エネルギー消費効率が最も

優れているもの（トップランナー）の性能に加え、技術開発の将来の見通し等を勘案して定められている。 
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＜グリーン＞ 

適格プロジェクト④︓ 公園整備事業（（仮称）旧上瀬⾕通信施設公園） 

事業区分︓ ⽣物⾃然資源及び⼟地利⽤に係る環境持続型管理／持続可能な⽔資源及び廃⽔管理／気候変動へ
の適応 

事業概要︓ グリーンまたはサステナビリティボンドの調達資金は旧上瀬谷通信施設地区の公園整備事業に充
当される。旧上瀬谷通信施設地区は 2015 年 6 月に返還された米軍施設の跡地であり、民有地、国有地、市
有地をあわせ約 242ha に及ぶ首都圏でも有数の広大な土地である。長年にわたり通信施設として土地利用が
制限されてきたことから、農地や緩やかな起伏の草地など豊かな自然環境が広がり、南北に流れる相沢川、
和泉川の源流部、谷戸地形等の貴重な自然資本が残っている。周辺は丹沢山・富士山が眺望できるとともに、
近接する樹林地との隣接部分に存在する林縁は、多様な生き物の生息環境を創出している。 

横浜市は米軍施設返還跡地利用行動指針（横浜市、2006 年 6 月）に基づき、地権者や市民との間で新たな土
地利用の在り方について検討を重ねてきた。広大で豊かな緑環境、交通利便性の高い立地条件といった土地
のポテンシャルを維持・活用し高めていくとの方針から、新たなまちづくりではグリーンインフラ10の基盤と
して水・緑の骨格を形成し、公民連携を取り入れた地域活力の創出や大規模地震災害発生時における県外の
応援部隊の一括受け入れを想定した公園整備を検討している（「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画」（2020
年 3 月））。当該地区は 2027 年に国際園芸博覧会の会場となることが決定しており、将来的に年間約 1,500
万人の来場者が見込まれる（下図参照）。横浜市は当該地区で「グリーンシティ11」を実現し、先導的な事例
を日本・横浜から世界へ発信する機会と捉えている（「2027 年国際園芸博覧会基本計画」（2023 年 1 月））。
調達資金の使途となる公園整備事業では、公園・防災ゾーンの一部で広域公園を整備する。2023 年度より公
園・防災ゾーンの一部で公園整備に着手し、2024 年度に国際園芸博覧会に向けた工事開始が想定されている。 

当該地区の土地利用計画は大きく「農業振興ゾーン」、「公園・防災ゾーン」、「観光・賑わいゾーン」、「物流
ゾーン」の４つで構成され、地区全体で環境と共生した郊外部の新たな活性化拠点を形成する。緑や農等を
介した公共空間と民有地や生活空間との一体性を考慮し、人々の営みに根ざした身近なインフラとなるべく、
公園内にはゾーン間のつながりを創出する境界デザインや、区域外の施設や市民の森をつなぐ歩行者・自転
車ネットワークの形成といった取組も予定される（「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画デザインノート」
（2023 年 2 月））。 

環境⾯の課題と成果︓ 気候変動の影響による気象災害の激甚化や巨大地震の発生が予測される中、想定を超
える規模の自然現象の発生を前提として防災・減災対策が必要とされている。日本においては、人口減少・
高齢化の進展やこれまで整備されてきた社会資本の老朽化・維持コストの増大も懸念されており、こうした
社会課題を解決し持続可能な社会を形成する新たな方策として、生態系の持つ機能を積極的に活用するグリ
ーンインフラ12が注目されている。 

2022 年 12 月、生物多様性条約締約国会議で採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組の中でネイチ
ャーポジティブ13が国際目標として掲げられた。これを受け、日本政府も 2023 年 3 月に 2030 年ネイチャー
ポジティブの実現に向けたロードマップとなる「生物多様性国家戦略（2023-2030）」を策定している。その
基本戦略の 1 つに「自然を活用した社会課題の解決」を掲げ、グリーンインフラの社会実装を推進すると明
記している。 

  

                                                      
10 自然環境が有する多様な機能を防災・減災や地域創生、環境保全などの様々な課題解決に活用しようという考え方。

巨大構造物に過度に依存しない国土整備の新たな手法であり、地域ブランド・資産価値向上やコミュニティの活性化、生

物多様性保全等の多様な波及効果を生み出す特徴があるとされる。 
11 緑地を都市に融合させ、自然と人工環境を統合することにより、よりよい生活と経済活動を可能とする都市像のこと。

国際園芸家協会が提唱している。 
12 自然環境が有する多様な機能を防災・減災や地域創生、環境保全などの様々な課題解決に活用しようという考え方。

巨大構造物に過度に依存しない国土整備の新たな手法であり、地域ブランド・資産価値向上やコミュニティの活性化、生

物多様性保全等の多様な波及効果を生み出す特徴があるとされる。 
13「自然を回復軌道に乗せるために、2030 年までに生物多様性の損失を止めて反転させる」という概念。2021 年５月の

G7 首脳サミットコミュニケ付属文書で言及された。 
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■国際園芸博覧会 会場イメージ 

 
※2023 年 1 月時点のイメージであり今後の調整状況により変更になる可能性がある。 

[出所：「2027 年国際園芸博覧会基本計画」（2023 年 1 月）・（公社）２０２７年国際園芸博覧会協会より提供] 

2023 年 1 月、横浜市は「横浜市地球温暖化対策実行計画」を改訂し、温室効果ガス排出削減と市内経済の持
続可能な発展を目指すとして、国際園芸博覧会を見据えた「脱炭素に対応したまちづくり」を重点取組に掲
げている。代表的なプロジェクトとなる（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業は、米軍施設の跡地にグリ
ーンインフラを実装した巨大な都市公園を計画するものである。事業実施区域は既存樹林地や谷戸地形、生
物の生息・生育環境など、上瀬谷地区の中でも多様な環境が保全・整備されるエリアであることから、これ
らの自然環境ポテンシャルを最大限に活用することを基本とし、グリーンインフラの導入によって自然が持
つ多様な機能を発信し、気候変動に適応した新たなモデルとなる公園を目指す。豊かな緑量を確保し、緑陰
や風による快適空間の創出や生物多様性の保全に努めるとともに、礫間貯留、スウェル等の浸透・貯留施設
の整備、維持管理により、流域単位での水循環を促進する。また、これらグリーンインフラの展開による、
熱環境や水循環に関する測定、園内で利用しているエネルギーや資源の循環、仕組みをパークセンターなど
で結果を見える化し、自然が持つ様々な機能を把握できる体制とする（下図参照）。都市部における緑地の保
全・育成、生態系ネットワークの形成、水資源循環、防災・減災機能の強化及び暑熱対策に資する取組内容
であり、「生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型管理」、「持続可能な水資源及び廃水管理」、「気候変動
への適応」に該当するグリーン適格事業である。 
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■グリーンインフラの実装イメージ 

 
[出所：（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業 環境影響評価準備書（2023 年 3 月）] 

ネガティブな影響への配慮︓ 

⽣物多様性の保全 
事業実施区域及びその周辺では環境省レッドリスト 2020、神奈川県レッドデータ生物調査報告書等により重
要な動植物種が確認されているほか、環境省が指定する生物多様性保全上重要な里地里山等の重要な自然環
境のまとまりの場が存在する。特に重要となる相沢川及び和泉川周辺においては、旧上瀬谷通信施設地区土
地区画整理事業が主体で公園整備事業と調整を図りながら環境保全措置や地上式調整池の検討の深度化を進
めている14。公園整備事業の実施にあたっては、瀬谷市民の森等や和泉川周辺及び相沢川周辺の水と緑の連続
性などを踏まえ、主に以下の配慮を実施する。 

- 施設整備にあたっては、既存の樹木の位置や地形、表土を活用した緑化及び雨水浸透貯留・水源涵養な
ど流域を踏まえた水循環の推進に配慮するとともに、生物の生息環境の連続性確保に資する瀬谷市民
の森等から相沢川周辺に至る緑のつながりを確保する。特に北地区は草地を主体としながらも疎林が
分布していることから、これらをいかし樹林などの新たな緑の創出をしながらアウトドア体験施設等
を整備する。 

- 屋外スポーツ施設に設置するナイター照明、駐車場及び園路に設置するポール照明は、誘虫性の低い
LED 照明を使用し、環境省の光害対策ガイドラインを踏まえて適切な照明設備の数・配置、遮光板に
よる配光制御、適切な光量・光色の設定等の対策を検討し、夜間の安全な利用とともに、周辺の住居及
び生物の生息環境への光害を可能な限り抑制する。また、対象事業実施区域の境界に高木を含む樹木
の植栽を行うことで、照明設備の使用による対象事業実施区域外への光漏れを軽減するなどの対策を
とる。 

地球温暖化対策 
横浜市地球温暖化対策実行計画（横浜市 2023 年 1 月）に基づき温室効果ガス削減に配慮する。具体的には、
建物（パークセンター等）や照明等への省エネルギー型機器の導入や、建物（パークセンター等）周辺の緑
化、太陽光等の再生可能エネルギー施設の導入を実施する。建設資材や設備等の確保に際してはグリーン購
入を図るとともに、「横浜市グリーン電力調達制度15」（横浜市 2006 年）に基づき電力を調達する。 

                                                      
14 詳細は（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業に係る環境影響評価準備書を参照のこと。 
15 二酸化炭素排出係数及び再生可能エネルギーの導入状況等に基づき算定した評価点の合計が 50 点以上の小売電気事

業者が横浜市との契約資格を有する。 
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原則に例⽰される事業区分との整合︓ （仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業は米軍施設の跡地にグリーン
インフラを実装した巨大な都市公園を計画するものである。都市部における緑地の保全・育成、生態系ネッ
トワークの形成、水資源循環、防災・減災機能の強化及び暑熱対策に資する取組内容であり、「生物自然資源
及び土地利用に係る環境持続型管理」、「持続可能な水資源及び廃水管理」、「気候変動への適応」に該当する
グリーン適格事業である。ネイチャーポジティブの実現に向けた政府の基本戦略の中でも重要な位置づけに
あり、2027 年の国際園芸博覧会の開催に向け、都市生活と自然の共存を可能とするグリーンシティの実現が
期待できる。環境影響評価や事後評価を通じて適切な環境保全策が実施されることから、事業全体として明
確な環境改善効果が見込めると判断した。 

SDG との整合︓ ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

9.1 全ての⼈々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と⼈間
の福祉を⽀援するために、地域・越境インフラを含む質の⾼い、信頼でき、
持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 
9.4 2030 年までに、資源利⽤効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮
した技術・産業プロセスの導⼊拡⼤を通じたインフラ改良や産業改善によ
り、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能⼒に応じた取組を⾏
う。 
11.3 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々
の参加型、包摂的かつ持続可能な⼈間居住計画・管理の能⼒を強化する。 
11.7 2030 年までに、⼥性、⼦供、⾼齢者及び障害者を含め、⼈々に安全
で包摂的かつ利⽤が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提
供する。 
13.1 全ての国々において、気候関連災害や⾃然災害に対する強靱性（レ
ジリエンス）及び適応の能⼒を強化する。 
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果
的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 
 

 

＜グリーン＞ 

適格プロジェクト⑤︓ 河川整備 

事業区分︓ 気候変動への適応 

事業概要︓ グリーンまたはサステナビリティボンドの調達資金は河川整備事業に充当される。横浜市は治水
安全度の向上を図るため、国土交通省が提唱する「流域治水16」の基盤となる河川改修や流域貯留施設の整備
において、浸水被害が発生している河川に対して優先的に取り組んでいる。 

環境⾯の課題と成果︓ 気象庁によれば、最近 10 年間（2013～2022 年）の時間降水量 50mm 以上の強雨の
平均年間発生回数（約 328 回）は、統計期間の最初の 10 年間（1976～1985 年）の平均年間発生回数（約 226
回）と比べて約 1.5 倍に増加したとされる。また横浜市の平均発生回数については同期間で倍増したとされ
る（気候変動を踏まえた浸水対策検討部会追加資料、2023 年 7 月横浜市環境創造局）。 

都市化の進展に伴い市街地の浸透域が減少し、保水機能や遊水機能が低下したため、降雨が下水道や河川に
短時間、かつ大量に流出するようになり、下水道や河川にかかる負荷は以前に比べて増している。地球温暖

                                                      
16 流域治水とは、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生などの対

策をより一層加速するとともに、集水域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸水が想定さ

れる地域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方。 
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化やヒートアイランド現象が地域の降雨特性に影響を与える要因の一つとして報じられており、水害の更な
る頻発・激甚化が懸念される。浸水被害が発生した地域や、重要な都市施設・都市機能が集積している地域
については、都市型水害の発生に備え、早急に浸水に対する安全度を向上させ、これらの降雨傾向の変化に
対応し市民に安全なくらしを提供していくことが課題となっている。 

国土交通省は 2020 年度より流域全体で早急に実施すべき河川対策、流域対策、ソフト対策からなる流域治
水の全体像「流域治水プロジェクト」を国・都道府県・市町村等から構成される協議会を設置してとりまと
めている。2021 年度には横浜市内の河川についても流域治水プロジェクトが策定された。護岸整備率が低い
区間では浸水被害等が発生しており、50 ㎜対応の整備が引き続き必要である。また、市内河川の整備水準に
ついては従来の時間降水量 50mm から 60mm への引き上げが求められるようになっており、横浜市は下流
区間の河川管理者である国や県との協議が整った河川から順次 60 ㎜対応に着手する。 

調達資金の使途は市内河川の治水安全度の向上を図るために実施する河川改修や流域貯留施設の整備であり、
浸水被害が発生している河川を優先に時間降水量 60 ㎜の豪雨に耐えうる整備水準への引き上げが見込まれ
る。都市型水害による浸水被害の軽減・解消に資する取組であり、「気候変動への適応」に該当するグリーン
適格事業である。 

■ 60 ㎜対応の整備イメージ（河床掘削） 

  
[出所：令和 5 年度予算概要 道路局] 

ネガティブな影響への配慮︓作業基地は必要最小限の規模とし、自然環境への影響を抑えるとともに、景観
面や河川内に生息する貴重種が発見された場合、十分に配慮した施工を実施する。資材の搬出入などに伴う
工事車両の通行については、交通誘導員を適切に配置し、作業基地周辺の安全性の確保及び周辺道路の混雑
緩和に努める。低公害型建設機械の使用や建設副産物のリサイクルを実施するとともに、横浜市環境配慮指
針に基づき設計・施工段階における環境配慮を積極的に導入する。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓ 調達資金の使途は市内河川の治水安全度の向上を図るために実施する
河川改修や流域貯留施設の整備であり、浸水被害が発生している河川を優先に 50 ㎜対応の整備を引き続き
進めており、時間降雨量 60 ㎜の豪雨に耐えうる整備水準への引き上げが見込まれる。都市型水害による浸水
被害の防除に資する取組であり、「気候変動への適応」に該当するグリーン適格事業である。 
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SDG との整合︓ ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

9.1 全ての⼈々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と⼈間
の福祉を⽀援するために、地域・越境インフラを含む質の⾼い、信頼でき、
持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 
11.3 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々
の参加型、包摂的かつ持続可能な⼈間居住計画・管理の能⼒を強化する。 
13.1 全ての国々において、気候関連災害や⾃然災害に対する強靱性（レ
ジリエンス）及び適応の能⼒を強化する。 
 

 

＜グリーン＞ 

適格プロジェクト⑥︓ 下⽔道整備 

事業区分︓ 気候変動への適応 

事業概要︓ グリーンまたはサステナビリティボンドの調達資金は下水道整備費に充当される。横浜市は大雨
に対して安全・安心な街を実現するため、浸水被害の解消に向けた下水道施設の整備を推進している。 

環境⾯の課題と成果︓ 気象庁によれば、最近 10 年間（2013～2022 年）の時間降水量 50mm 以上の強雨の
平均年間発生回数（約 328 回）は、統計期間の最初の 10 年間（1976～1985 年）の平均年間発生回数（約 226
回）と比べて約 1.5 倍に増加したとされる。また横浜市の平均発生回数については同期間で倍増したとされ
る（気候変動を踏まえた浸水対策検討部会追加資料、2023 年 7 月横浜市環境創造局）。 

都市化の進展に伴い市街地の浸透域が減少し、保水機能や遊水機能が低下したため、降雨が下水道や河川に
短時間、かつ大量に流出するようになり、下水道や河川にかかる負荷は以前に比べて増している。地球温暖
化やヒートアイランド現象が地域の降雨特性に影響を与える要因の一つとして報じられており、水害の更な
る頻発・激甚化が懸念される。浸水被害が発生した地域や、重要な都市施設・都市機能が集積している地域
については、都市型水害の発生に備え、早急に浸水に対する安全度を向上させ、これらの降雨傾向の変化に
対応し市民に安全なくらしを提供していくことが課題となっている。 

横浜市ではこれまで雨水整備の目標整備水準を自然排水区域（標⾼の高いエリア）で約 50mm、ポンプ排水
区域（標⾼の低いエリア）で約 60mm と定め、浸水被害を受けた地区から優先的に整備を進めてきた。浸水
対策の根幹である雨水幹線の整備率は 2021 年度末時点で 6 割程度にとどまっており、今後も未整備地区へ
の対応を着実に進める必要がある。戸塚地区や飯島地区など過去に浸水被害を受けた地区を優先し、地域の
雨水排水の骨格となる雨水幹線や雨水を貯留する雨水調整池等の施設整備を進める。都市機能が集積する横
浜駅周辺地区では、約 74mm に整備目標水準を引き上げた施設整備に着⼿しており、エキサイトよこはま龍
宮橋雨水幹線や東高島ポンプ場の整備を進める。 
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■ 浸⽔防除のための施設整備 
  （⽬標整備⽔準が 1 時間当たり約 50mm、約 60mm の降⾬の整備対象地区） 
 

 

[出所：横浜市下水道事業中期経営計画 2022 環境創造局] 

■ 横浜駅周辺地区における⽬標整備⽔準を引き上げた施設整備 
  （⽬標整備⽔準が 1 時間当たり約 74mm の降⾬の整備対象地区） 

  
[出所：横浜市下水道事業中期経営計画 2022 環境創造局] 

ネガティブな影響への配慮︓施設整備には膨大な費用や時間を要するため、効率的に推進することが必要で
ある。横浜市では被害を受けた地区に加えて、浸水が想定される範囲や深さ、地下施設の有無や都市機能の
集積度などの地域の特性、資産の分布状況などから整備の優先度を設定し、効率的に施設整備を進める予測
対応型の浸水対策を実施する方針である。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓ 調達資金の使途は雨水の排水能力向上を図るために実施する雨水幹線
や流域調整池等の施設の整備であり、浸水被害が発生している地域を優先に目標整備水準への引き上げが見
込まれる。都市型水害による浸水被害の防除に資する取組であり、「気候変動への適応」に該当するグリーン
適格事業である。 
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SDG との整合︓ ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

9.1 全ての⼈々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と⼈間
の福祉を⽀援するために、地域・越境インフラを含む質の⾼い、信頼でき、
持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 
11.3 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々
の参加型、包摂的かつ持続可能な⼈間居住計画・管理の能⼒を強化する。 
13.1 全ての国々において、気候関連災害や⾃然災害に対する強靱性（レ
ジリエンス）及び適応の能⼒を強化する。 
 

 

＜ソーシャル＞ 

適格プロジェクト⑦︓ インフラ施設の整備、改修 

事業区分︓ ⼿ごろな価格の基本的インフラ設備／社会経済的向上とエンパワーメント 

対象となる⼈々︓ ⾃然災害の罹災者を含むその他の弱者グループ／⾼齢者・障害者・⼥性・ジェンダーマイ
ノリティ 

事業概要︓ ソーシャルまたはサステナビリティボンドの調達資金は文化施設の整備・改修工事に充当される。
横浜市が保有する公共建築物は約 2,600 施設にのぼり、その保全・更新に係る今後の財政需要の平準化等が
課題となっている。このような課題に対応するため、「横浜市公共施設管理基本方針」（2015 年 3 月初版、
2018 年 12 月改訂）を策定し、これに沿って施設の安全確保や長寿命化、効率的な更新、建築物の多目的利
用や複合化といった再編整備等に取り組んでいる。文化観光拠点である横浜美術館（西区みなとみらい 3 丁
目 4 番 1 号）は、2018 年に竣工から 30 年が経過し、美術作品の展示・保存に欠かせない空調設備をはじめ、
電気や衛生設備等の設備機器が経年劣化している。大規模改修では横浜の文化観光施策を促進するため、こ
れらの設備機器の更新等により長寿命化を図るとともに、バリアフリー対応等や収蔵庫の拡張等をあわせて
実施する。2023 年度の再開を予定して工事が進められている。 

社会⾯の課題と成果︓  
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（改正バリアフリー法）」（2021 年 4 月）はその

基本理念において、「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」に資することを目的とした公共の交通施設や建
築物のバリアフリー化を推進している。横浜美術館のバリアフリー改修により、改正バリアフリー法の目的
にかなった、高齢者や障害者及び外国籍の方を含むあらゆる人に開かれた文化施設となることが期待される。 

ネガティブな影響への配慮︓ 施設利用者の利便性を損なわないよう施設稼働率に配慮した改修計画を立案し
ている。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓文化施設の整備・改修は、長寿命化と防災対策により持続可能で強靭
な国土の形成に資する取組、またはバリアフリー化による共生社会の実現と社会的障壁の除去に資する取組
である。事業区分は自然災害の罹災者を含むその他の弱者グループを対象とした「手ごろな価格の基本的イ
ンフラ設備」、及び高齢者・障害者・女性・ジェンダーマイノリティを対象とした「社会経済的向上とエンパ
ワーメント」に該当する。 

SDG との整合︓ ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 
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SDGs ⽬標 ターゲット 

 

8.9 2030 年までに、雇⽤創出、地⽅の⽂化振興・産品販促につながる
持続可能な観光業を促進するための政策を⽴案し実施する。 
9.1 全ての⼈々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と⼈間
の福祉を⽀援するために、地域・越境インフラを含む質の⾼い、信頼で
き、持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 
11.7 2030 年までに、⼥性、⼦供、⾼齢者及び障害者を含め、⼈々に安
全で包摂的かつ利⽤が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを
提供する。 
13.1 全ての国々において、気候関連災害や⾃然災害に対する強靱性
（レジリエンス）及び適応の能⼒を強化する。 

 

＜ソーシャル＞ 

適格プロジェクト⑧︓ 保育所等整備 

事業区分︓ 必要不可⽋なサービスへのアクセス／社会経済的向上とエンパワーメント 

対象となる⼈々︓ ⼦ども、⼦育て世帯 

事業概要︓ ソーシャルまたはサステナビリティボンドの調達資金は保育所等の整備等に充当される。横浜市
は待機児童解消に向けて、地域の状況に基づき、既存の保育所等や幼稚園を最大限活用するとともに、受入
枠が不足する地域については認可保育所、地域型保育事業、認定こども園の新規整備により受入枠の確保に
取り組んでいる。具体的には、既存保育施設については定員構成の見直しや年度限定保育事業の実施による
受入枠の確保のほか、既存保育所の増床・増築・改修等への補助事業等を実施している。民間保育施設等の
新規整備については、新規整備が必要な地域を「整備が必要な地域」に設定し、マンション開発等、局所的
なニーズへ対応するため、内装整備費や建設費への補助事業等を通じて受け入れ枠の確保を図っている。 

社会⾯の課題と成果︓ 乳幼児期は、生涯にわたる生きる力の基礎を培う大切な時期であり、人間形成にとっ
て重要な時期とされる。子どもの豊かな育ちを社会で支える保育所等は子育てに必要不可欠である。横浜市
の就学前児童数は 2004 年をピークに緩やかな減少傾向にあり、2023 年 4 月 1 日現在の保育所等待機児童は
10 人と解消に限りなく近づいているが、あらゆる分野での女性の活躍推進等に伴い、保育所等を利用したい
とのニーズは高まり続けており、引き続き受け皿確保が必要な状況にあるといえる。 

■横浜市における待機児童数等の推移 

 

[出所：「令和 5年 4 月 1日現在の保育所等利用待機児童数について」（横浜市 こども青少年局）] 

2019 年度に横浜市が実施した「女性の就業ニーズ調査」によると、現在就労していない女性の就業意向に
ついて、85％の女性に今後の就業意向があり、特に 20～30 代の就業意向は 90％を超えている、との結果で
あった。また、令和 2 年度国勢調査（就業状態等基本集計結果）によれば、横浜市における 2020 年の労働力



セカンドオピニオン 

 

 17/34 

率（15 歳以上人口に占める労働力人口の割合）は、女性については 54.5%であったとされ、このうち M 字
カーブ17の底（年齢階級：35~39 歳）にあたる労働力率は 73.9%と、頂点の 88.3%（年齢階級：25~29 歳）
との差が縮小して台形に近づきつつあるとされる。保育所等の整備事業は、子育てと仕事を両立しやすい社
会の実現、ダイバーシティの推進・女性の活躍推進に資するとの社会的成果が見込まれる。 

■横浜市における⼥性の年齢別労働⼒率の推移 

 

[出所：「令和 2年国勢調査 就業状態等基本集計結果 横浜市の概要」（横浜市 政策局）] 

ネガティブな影響への配慮︓ 受入枠の確保とともに、保育の質の確保、保育士等の離職防止、保育人材に対
する住居にかかる支援のための次の取組等を実施する。職種や経験年数別研修の他、園内研修や公開保育を
実施する。保育士等が労働環境等で悩んだ際に、保育士等の不安を解消し、離職防止を図るために、保育業
界に詳しい社会保険労務士等の専門家に相談できる窓口を設置する。保育所等を運営する民間事業者に対し
て、雇用する保育士向けに宿舎を借り上げるための補助を実施する。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓ 子どもの豊かな育ちを社会で支える保育所等は子育てに必要不可欠な
サービスである。また、保育所等の整備により労働参加が促進され、子育てと仕事を両立しやすい社会の実
現、ダイバーシティの推進・女性の活躍推進に資するといったポジティブな社会的成果が見込まれる。事業
区分は「子ども、子育て世帯」を対象とした「必要不可欠なサービスへのアクセス」及び「社会経済的向上
とエンパワーメント」に該当する。 
  

                                                      
17 「M 字カーブ」は日本において女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化した際に表れる、アルファベットの「M」の

形状に似た曲線のこと。20 代で学校を卒業して働き始め、30 代で出産・育児に専念、子育てが一段落した 40 代で再び

職に就くという、日本女性の働き方の特徴を表しているとされる。なお、令和 2 年度国勢調査（就業状態等基本集計結

果）によれば、2020 年の女性の労働力率は 54.2%（2015 年：50.7%）であり、このうち M 字カーブの底にあたる労働

力率（年齢階級：35~39 歳）は 78.2%（2015 年：73.0%）であったとされ、M 字カーブは台形へと近づきつつあるとさ

れる。 
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SDG との整合︓ ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

  

4.2 2030 年までに、全ての⼦供が男⼥の区別なく、質の⾼い乳幼児の
発達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受け
る準備が整うようにする。 
5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完
全かつ効果的な⼥性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保す
る。 
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果
的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

 

＜ソーシャル＞ 

適格プロジェクト⑨︓ 特別養護⽼⼈ホーム整備 

事業区分︓ 必要不可⽋なサービスへのアクセス／社会経済的向上とエンパワーメント 

対象となる⼈々︓ 常時介護が必要な⾼齢者18とその家族 

事業概要︓ ソーシャルまたはサステナビリティボンドの調達資金は、特別養護老人ホームの整備に充当され
る。横浜市は介護需要の増大に対応するため、必要整備量の確保を目的として、入所待ちの高齢者が概ね 10
か月以内に特別養護老人ホームへ入所できるよう、施設整備への助成を実施する。また、既存施設に対し、
プライバシー確保のための改修費や修繕に係る費用等の補助を実施する。 

社会⾯の課題と成果︓ 横浜市の人口は 2021 年に戦後初の減少に転じた。2023 年 9 月 1 日現在の総人口は
377 万人であるが、人口減少が続き、2025 年には約 371 万⼈、2040 年には約 352 万⼈となる見込みであ
る。一方で高齢者（65 歳以上）の人口は団塊ジュニア世代19が高齢者となる 2040 年まで増加し続け、高齢
化率は 2023 年 3 月 31 日現在の 25.0％から 2025 年には 26.2％、2040 年には 33.5％に達する見通し（令和
3 年度「今後の人口見通し推計」の中位推計）である。 

横浜市で要支援・要介護認定を受けている認定者数は 2020 年に 17 万⼈を超えている。高齢者の増加にと
もない要支援・要介護認定者数は今後も増加が見込まれており、高齢者のための医療・介護サービスや生活
支援等に対するニーズはますます増大していくものと予想される。「よこはま地域包括ケア計画20」（計画期
間：2021 年度～2023 年度）では、要介護認定者や認知症高齢者が増加し、施設入所のニーズが増えると予
想されることから、施設整備量21の考え方にもとづいて年間 600 人分程度整備する計画となっている。特別

                                                      
18 特別養護老人ホームの入所者は、原則として 65 歳以上の、⾝体上⼜は精神上著しい障害があるために常に介護を要

し、かつ居宅での介護が困難な⽅（原則、要介護 3 以上）とする。 
19 団塊ジュニア（だんかいジュニア）とは、日本において 1971~1974 年に生まれた世代を指す。第二次ベビーブーム世

代とも呼ばれる。 
20 「よこはま地域包括ケア計画」（第８期横浜市 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 認知症施策推進計画）は、高

齢者施策を総合的に推進するため、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画及び横浜市独自の認知症施策推進計画を一体

的に策定したもの。最上位計画である横浜市中期計画をはじめ、横浜市地域福祉保健計画や健康横浜 21、よこはま保健

医療プラン、横浜市障害者プラン、横浜市⾼齢者居住安定確保計画等、各分野の関連計画との調和・連携を図っている。

2021 年から 2023 年までを計画期間とする第 8 期の基本目標は「ポジティブ・エイジング 〜誰もが、いつまでも、ど

んなときも、⾃分らしくいられる『横浜型地域包括ケアシステム』を社会全体で紡ぐ〜」であり、地域ケアプラザを核と

した取り組みを横浜市の強みとしている。 
21 特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、介護医療院・介護療養型医療施設、認知症⾼齢者グループホーム、特定施設

の供給量（定員×利⽤率）の 75 歳以上⼈⼝に占める割合が、７期末と８期末で同等（9.0％）になるよう整備する。 
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養護老人ホームの整備により、常時介護が必要な高齢者の健康増進や安心が確保されるとともに、家族の介
護負担軽減と介護離職の未然防止といった社会的成果が期待できる。また、既存の施設については、利用者
のプライバシーや生活リズムに配慮したユニットケア22の導入拡大により、利用者の Well-being の向上が期
待できる。従来の多床室型の場合、利用者のプライバシーが損なわれやすく、長期間入居することが利用者
の大きなストレスになること、介護現場で働く職員にとっても身体介護中心のケアで身体的・精神的に大き
なストレスがかかることが課題とされてきた。ユニット型ではこのような点が改善され、利用者は活動量の
増加により健康的な生活が送れるようになり、その結果身体介護中心から入居者の交流を促すケアへと本質
が変化するため職員の介護ストレスが軽減される、といった効果が期待できるとされている。 

 

ネガティブな影響への配慮︓ 介護保険法で示される人員基準、設備基準のほか都市計画法、建築基準法、消
防法等関係法令が遵守される。特別養護老人ホームの運営段階では、サービスの質の向上に向けた⾃主的な
取組等を促すため、神奈川県の評価制度を積極的に活⽤するよう事業者に働きかける。「介護施設・事業所
における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」（厚生労働省）に則った体制の構築、「介
護現場における感染対策の手引き」（厚生労働省）の遵守等により、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策
がとられる。介護保険給付の増大と財源不足への対応として介護予防の強化、介護保険給付費や保険料の見
直し、介護給付等適正化等に取り組む。介護人材不足に対応するため、新たな介護⼈材の確保、介護職員の
定着⽀援、専門性の向上を柱とする介護人材支援事業を推進していく。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓特別養護老人ホームの整備により、利用者の健康増進、安心して暮ら
せる住居の確保、Well-being の向上が見込まれるとともに、利用者の家族の介護負担軽減と介護離職の未然
防止といったポジティブな社会的成果が期待できる。事業区分は「常時介護が必要な高齢者とその家族」を
対象とした「必要不可欠なサービスへのアクセス」及び「社会経済的向上とエンパワーメント」に該当する。 

SDG との整合︓ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

3.8 全ての⼈々に対する財政リスクからの保護、質の⾼い基礎的な保健
サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が⾼く安価な必須医薬品
とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC）を達成する。 
11.3 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての
国々の参加型、包摂的かつ持続可能な⼈間居住計画・管理の能⼒を強化
する。 
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果
的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

 

 
  

                                                      
22 ユニットケアとはスウェーデン方式に由来するもので、介護が必要な状態になってもその人らしい生活を営むことが

可能なよう、介護施設において利用者一人ひとりの個性が尊重され、他の人との関係の中で尊厳をもって生活できること

を重視したサービスを提供するもの。 
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＜ソーシャル＞ 

適格プロジェクト⑩︓ 地域ケアプラザ整備 

事業区分︓ 必要不可⽋なサービスへのアクセス／社会経済的向上とエンパワーメント 

対象となる⼈々︓ ⾼齢者、障害者を含む全ての⼈々 

事業概要︓ ソーシャルまたはサステナビリティボンドの調達資金は「地域ケアプラザ」の整備に充当される。
地域ケアプラザは、地域の身近な福祉保健の拠点として、横浜市が独自で設置するもの。「横浜市地域ケアプ
ラザ条例」（1991 年）に基づき、市民の誰もが地域において健康で安心して生活を営むことができるように、
地域における福祉活動、保健活動等の振興を図るとともに、福祉サービス、保健サービス等を身近な場所で
総合的に提供するために設置される。概ね中学校区を⽬安に１か所設置され、2023 年 4 月 1 日現在、市内に
145 ヵ所設置されている。 

地域の福祉保健活動・交流の機能や、高齢者や障害者、子育て支援等の相談機能に加え、介護保険法に定
めのある「地域包括支援センター」機能を付加し、高齢者だけでなく、子どもや障害のある人等、誰もが地
域で安心して暮らせるような「地域づくり」、「地域のつながりづくり」を目指している。また、地域及び行
政と連携して、地域の中で孤立を防ぎ、支援が必要な人を把握し支援につなげている。 

地域ケアプラザの管理運営については、外部の指定管理者（社会福祉法人等）に委託することで、民間の
アイデアやノウハウが活かされた効率的な運営がなされている。地域ケアプラザには、高齢者に関する相談・
⽀援等を総合的に担う「地域包括支援センター」が設置されており、地域包括支援センターの福祉・保健の
専門職（保健師等・社会福祉士等・主任ケアマネジャー等）と地域活動交流コーディネーター・生活支援コ
ーディネーターが連携して地域の特性にあったきめ細かなサ－ビスを提供している。 

社会⾯の課題と成果︓ 横浜市の人口は 2021 年に戦後初の減少に転じた。2023 年 9 月 1 日現在の総人口は
377 万人であるが、人口減少が続き、2025 年には約 371 万⼈、2040 年には約 352 万⼈となる⾒込みであ
る。一方で⾼齢者（65 歳以上）の⼈⼝は団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040 年まで増加し続け、高齢化
率は 2023 年 3 月 31 日現在の 25.0％から 2025 年には 26.2％、2040 年には 33.5％に達する見通し（令和 3
年度「今後の人口見通し推計」の中位推計）である。 

■将来⼈⼝推計 

 
[出所：横浜市「よこはま地域包括ケア計画」] 

また、高齢者数の増加に伴い「高齢夫婦世帯」及び「高齢単独世帯」も大幅に増加しており、2015 年の⾼
齢夫婦世帯は 2000 年時の約 1.8 倍、高齢単独世帯は約 2.3 倍となり、総世帯に占める⾼齢夫婦世帯と⾼齢
者単独世帯は 2000 年の 12.4％から 2015 年には 21.0％に上昇している。高齢者のための医療・介護サービ
スや生活支援等に対する需要はますます増大していくものと予想される中、限られた⼈材と財源を最大限に
活用し、介護予防・重度化予防の推進や中重度の要介護者等を⽀える地域の仕組みづくり、看取りへの対応
といった 2040 年に向けた効果的・効率的な高齢者施策が求められている。 
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 横浜市では、「よこはま地域包括ケア計画23」（計画期間：2021 年度～2023 年度）のもと、日常生活圏域単
位で地域特性に応じた地域包括ケアシステム24の構築に取り組んでいる。地域ケアプラザを核とする「横浜型
地域包括ケアシステム」は、65 歳以上の高齢者を主な対象としているが、2040 年を見据え、多くの市民が
高齢期の「自分らしい暮らし」の実現に向けてあらかじめ準備・行動できるような取り組みを推進している。
地域ケアプラザを核とした日常生活圏域単位での助け合いと共創のための仕組みづくりは、高齢者をはじめ、
子ども、障害のある人等、多くの市民が共有することのできる地域共生社会の基盤の⼀つとなることを目指
している。 

ネガティブな影響への配慮︓ 介護保険法で示される人員基準のほか都市計画法、建築基準法、消防法等関係
法令が遵守される。地域ケアプラザの運営段階では、次の取組みにより品質向上に向けた継続的な改善が実
施される。指定管理者は単年度の運営状況だけではなく、指定期間内の持続的改善の仕組みを検討し、毎年
度、事業計画書及び事業報告書等を作成し横浜市に提出する。横浜市はこれらの提出物を公表する。業務の
質やサービスの向上を図ることを目的に、利用者等から施設運営に関する意見を聴取し、年 1 回以上、自己
評価を実施する。また、横浜市は客観的な視点からの評価を受けることで、指定管理者が自ら必要な業務改
善を行い、サービスの質の向上等を図ることを目的として、第三者評価の受審を指定管理者の義務としてい
る。横浜市は運営の質の向上を図ることを目的として、指定管理者から提出された事業実績評価を踏まえ達
成状況を評価する。その後、目標の達成状況を横浜市、指定管理者双方で共有し、次年度の計画に反映させ
る。なお、評価結果は横浜市が公表する。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓ 横浜市独自の施設である地域ケアプラザは、日常生活圏域単位の福祉
保健の拠点として、誰もが地域で安心して暮らせるような「地域づくり」、「地域のつながりづくり」を支え
る。参加と協働の促進により、高齢者をはじめ、子ども、障害のある人等、多くの市民に健康増進や安心確
保といった効果及ぶものと期待され、市民生活における Well-being の向上、地域共生社会の実現に資すると
のポジティブな社会的成果が見込まれる。事業区分は高齢者、障害者を含む全ての人々を対象とした「必要
不可欠なサービスへのアクセス」及び「社会経済的向上とエンパワーメント」に該当する。 

SDG との整合︓ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

3.8 全ての⼈々に対する財政リスクからの保護、質の⾼い基礎的な保健
サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が⾼く安価な必須医薬品
とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC）を達成する。 
11.7 2030 年までに、⼥性、⼦供、⾼齢者及び障害者を含め、⼈々に安
全で包摂的かつ利⽤が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを
提供する。 
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果
的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

                                                      
23 「よこはま地域包括ケア計画」（第８期横浜市 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 認知症施策推進計画）は、高

齢者施策を総合的に推進するため、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画及び横浜市独自の認知症施策推進計画を一体

的に策定したもの。最上位計画である横浜市中期計画をはじめ、横浜市地域福祉保健計画や健康横浜 21、よこはま保健

医療プラン、横浜市障害者プラン、横浜市⾼齢者居住安定確保計画等、各分野の関連計画との調和・連携を図っている。

2021 年から 2023 年までを計画期間とする第 8 期の基本目標は「ポジティブ・エイジング 〜誰もが、いつまでも、ど

んなときも、⾃分らしくいられる『横浜型地域包括ケアシステム』を社会全体で紡ぐ〜」であり、地域ケアプラザを核と

した取り組みを横浜市の強みとしている。 
24 地域包括ケアシステムとは、厚生労働省が推進している地域の包括的な支援・サービス提供体制。地域の事情に応じ

て高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・自

立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。保険者である市町村や都道府県は団塊の世代が後期高齢者と

なる 2025 年に向けて、地域の自主性や主体性にもとづき、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築していくこ

とが求められている。 
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＜ソーシャル＞ 

適格プロジェクト⑪︓ ⼩中学校整備 

事業区分︓ 必要不可⽋なサービスへのアクセス 

対象となる⼈々︓ ⼦ども、⼦育て世帯 

事業概要︓ ソーシャルまたはサステナビリティボンドの調達資金は小中学校の整備に充当される。横浜市は
全国でも最多となる 482 校の小・中学校（2023 年 4 月現在）を抱えている。その大半は学齢期人口の増加に
合わせて昭和 40 年代から 50 年代にかけて集中的に整備されたものである。横浜市では、学校施設の目標耐
用年数は他の公共施設と同様に原則として 70 年以上としているが、2023 年 4 月時点で 4 割以上の学校が築
50 年を経過していることから、建替え・長寿命化に具体的に着手しなくてはならない時期を迎えている。こ
うした状況を踏まえ、横浜市は近い将来に耐用年数を超過する校舎の建替え・長寿命化改修を計画的に進め
ている。「横浜市立小・中学校施設の建替え等に関する基本方針」（2023 年 6 月）に基づき、建替対象校は築
年数の古いものから選定することを基本とし、学校施設の機能改善、学校統合、公共施設との複合化等を同
時に検討し、効率性や事業効果を総合的に考え、事業を進める。建替えと並行して、学区域内での大規模マ
ンション建設等に伴う児童の増加が見込まれ、学級数が保有教室数を上回る学校の教室不足解消や、35 人学
級の実現に向けて、仮設校舎の設置等や教室改修等を行い、教育環境の機能充実を図る。また、建替えなく
ても教育環境の改善が可能な学校や建替えが困難な学校については、長寿命化改修や大規模リニューアルに
より老朽化対策や教育環境の向上を図っていく。 

■市⽴⼩・中学校の建設年度 

 
[出所：横浜市立小・中学校施設の建替え等に関する基本方針] 

社会⾯の課題と成果︓ 学校は子どもたちが一日の大半を過ごす学習・生活の場であり、人間形成の場となる。
子どもたちに学びの場を用意し、今後も子どもたちが安全に、安心して、そして快適に過ごすことができる
環境を確保していく必要がある。また、学校は最も広範囲に、かつ一定程度均一に整備されている公共施設
であり、地域の防災やコミュニティの拠点として、地域におけるまちづくりの中心的な役割も期待されてい
る。 

小中学校は将来の社会・経済を担う子どもたちの重要な学びの場であり、子育て世帯にとって必要不可欠
なサービスである。また少人数学級の整備は GIGA スクール構想25との両輪により、学習支援が必要な子ど

                                                      
25 GIGA スクール構想は 2019 年 12 月に文部科学省が発表した教育改革案である。改革案の目的は、子どもたち一人ひ

とりに対して個別最適化された創造性を育む教育の実施と情報通信や技術面を含めた ICT 環境の実現である。具体的に

は、児童生徒 1 人 1 台の学習用端末やクラウド活用を踏まえたネットワーク環境の整備を行い、個別に最適化された教

育の実現を目指すとしている。GIGA スクール構想が実現すると、子どもごとに教材を配信できるようになるため、子ど



セカンドオピニオン 

 

 23/34 

もを含むすべての子どもたちの可能性を引き出し、個別最適な学びと協働的な学びを実現するといった社会
的成果も期待できる。 

ネガティブな影響への配慮︓ 「横浜市立小・中学校施設の建替え等に関する基本方針」に基づき、建替えに
際しては次の事項に配慮する。事業費や工事期間、児童生徒への負担軽減等の面から、効率的な設計・工法
等を選択して進める。建替えに比べ、工事費を縮減できる長寿命化改修等を効果的に取り入れ、事業量を平
準化して財政負担の軽減を図る。気候変動等の社会的な課題を踏まえ、環境への負荷の低減を図るため、「横
浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）」や「横浜市の公共建築物における環境配慮基準」（2023 年 1 月改
定）に基づき、ZEB Oriented 相当※の省エネ基準を達成するとともに、引き続き太陽光発電設備の設置や照
明の LED 化を図り、これらを学習面でも活用できる学校施設の整備を目指す。「横浜市建築物における木材
の利用の促進に関する方針」（2022 年 4 月策定）を踏まえ、学校施設においても積極的に木造化・木質化を
進め、児童生徒にとって身近な空間で木材を利用し、健康的で温もりのある快適な教育環境を整備していく。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓ 小中学校は将来の社会・経済を担う子どもたちの重要な学びの場であ
り、子育て世帯にとって必要不可欠なサービスである。少人数学級の整備は GIGA スクール構想との両輪に
より、学習支援が必要な子どもを含むすべての子どもたちの可能性を引き出し、個別最適な学びと協働的な
学びを実現するとのポジティブな社会的成果が期待できる。事業区分は「子ども、子育て世帯」を対象とし
た「必要不可欠なサービスへのアクセス」に該当する。 

SDG との整合︓ ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

4.1 2030 年までに、全ての⼦供が男⼥の区別なく、適切かつ効果的な
学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の⾼い初等教育及び中等教育を
修了できるようにする。 
8.6 2020 年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも⾏っていない
若者の割合を⼤幅に減らす。 
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果
的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

 
  

                                                      
もの学習状況やレベルに応じた教育が可能となるほか、端末を通じて教員とのコミュニケーションが円滑化され、子ども

の学習状況や反応が教員に伝わりやすくなるといった便益が見込まれる。また教員にとっても、出席や成績等の管理や各

種事務作業が効率化され、授業の準備や指導方針の検討といった主要な校務に集中できるといった便益があると考えら

れている。 
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＜ソーシャル＞ 

適格プロジェクト⑫︓ 児童福祉施設整備 

事業区分︓ 必要不可⽋なサービスへのアクセス 

対象となる⼈々︓ ⼦ども、⼦育て世帯 

事業概要︓ ソーシャルまたはサステナビリティボンドの調達資金は、児童福祉施設の整備に充当される。横
浜市は、増加する児童虐待対応と支援強化のため、児童相談所の新設及び再整備を進めている。また、2022
年度からは、新たな児童相談所整備に着手している。 

社会⾯の課題と成果︓ 2019 年 10 月に児童虐待防止法が改正され、親権者による体罰の禁止等が明文化さ
れた。これに伴い、横浜市は 2021 年 10 月に「横浜市子供を虐待から守る条例26」の一部改正を実施した。
体罰その他の子どもの品位を傷つける行為がなく、全ての子どもが一人の人間として尊重され、健やかに成
長することができる社会の形成に取り組むこと等を追記しており、改正後の条例の理念に基づいた対策を推
進している。児童虐待の未然防止から発生時対応、再発防止、児童の自立に向けた支援に至るまでの対応を、
「8 つの対策」にまとめ、総合的に取り組んでいる。 

横浜市における 2022 年度の児童虐待相談対応件数27は 13,140 件と過去最多であった。このうち児童相談
所が対応した件数は 9,103 件と全体の 7 割近くを占めた。児童虐待が深刻化する前の早期発見、発生時の迅
速・的確な対応、関係機関との連携等を適切に行うため、区役所・児童相談所の機能強化及び体制の充実、
専門性の高い人材の確保と育成が急務となっている。児童相談所は体罰のない社会の形成に向けた福祉行政
において、欠くことのできない重要な役割を果たしている。児童相談所の機能強化は、「横浜市子供を虐待か
ら守る条例」が目指す全ての子どもが一人の人間として尊重され、健やかに成長することができる社会の形
成に資するものである。 

■児童虐待相談の対応件数 

 

 [出所：横浜市こども青少年局] 

ネガティブな影響への配慮︓ 児童福祉施設の整備とともに区・児童相談所の人材育成や支援策の充実等の取
組を強化し、子どもの安全確保を最優先として包括的に対策を進めている。児童福祉法に規定する児童福祉
司任用前講習会・任用後研修をはじめ、各係の業務に応じた係別研修や外部への派遣研修を実施し、児童相
談所や区役所における専門的な援助技術の向上を図っている。地域における児童虐待防止のためのネットワ
ークの充実、SNS 等を活用し市民に向けた児童虐待防止啓発・広報活動を拡充する。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓ 児童相談所は体罰のない社会の形成に向けた福祉行政において、欠く
ことのできない重要な役割を果たしている。児童相談所の機能強化は、「横浜市子供を虐待から守る条例」が
目指す、全ての子どもが一人の人間として尊重され、健やかに成長することができる社会の形成に資するも

                                                      
26 「横浜市子供を虐待から守る条例」は、子供に優しい街を目指し、子供が虐げられ、傷つくことが決してないよう、全

ての市民が一体となって、地域の力で子供と家庭を支える環境づくりを構築するため、議員提案により 2014 年 6 月 5 日

に制定され、2014 年 11 月 5 日から施行した。本条例は、子供を虐待から守る施策を総合的に推進し、子供の心身の健

やかな成長に寄与することを目的とし、子供を虐待から守るための基本理念とともに、虐待の予防及び早期発見、虐待を

受けた子供の保護その他子供を虐待から守るための施策の基本的事項を定めている。 
27 児童虐待(疑いを含む)に係る通告・相談に対し、調査等の対応をした件数 
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のとして、ポジティブな社会的成果が見込める。事業区分は主に「子ども、子育て世帯」を対象とした「必
要不可欠なサービスへのアクセス」に該当する。 

SDG との整合︓ ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

16.2 ⼦供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴⼒及び拷問
を撲滅する。 
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果
的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

 

＜ソーシャル＞ 

適格プロジェクト⑬︓障害者⽀援施設整備（松⾵学園再整備） 

事業区分︓必要不可⽋なサービスへのアクセス 

対象となる⼈々︓障害者 

事業概要︓ ソーシャルまたはサステナビリティボンドの調達資金は、松風学園再整備に充当される。松風学
園は、知的障害者が入所する公立の障害者支援施設である。松風学園（1983 年竣工）は築 35 年以上が経過
する中、建物や設備等が老朽化し、利用者の生活環境に支障が生じていた。居室面積が現行の国基準を満た
していない多人数部屋などがあるため、居室の面積基準適合化・個室化を目的とした施設改修が必要となっ
た。また、多人数部屋の個室化に伴う定員減（100 人→70 人、うち長期入所 94 人→58 人）を補うために、
民設の入所施設を新設（定員 40 人、うち長期入所 36 人）することとした。これにより、障害児施設に入所
したままの 18 歳以上の障害者の松風学園への受け入れを一層積極的に進め、市内過齢児の解消を促進する。
2021 年度に新入所施設が竣工しており、再整備事業完了は 2026 年度を予定している。 

社会⾯の課題と成果︓ 18 歳以上の障害児入所施設利用者への対応（「過齢児問題」）が喫緊の課題となって
いる。過齢児とは、18 歳を過ぎても地域の大人の施設に移行ができず、障害児施設で暮らし続ける障害者で
ある。18 歳以上の障害者は就労支援施策や自立訓練を通じて地域移行を促進する等、大人としての適切な総
合的支援が必要とされており、2012 年施行の児童福祉法改正により、障害者施策において成人として適切な
支援を行っていくこととしたが、経過措置の期間内に移行調整が十分進まず、その多くが障害児入所施設に
留まっている状況がある。過齢児の受け入れに適した施設が不足するなどの現状もあり、その受け皿確保が
重要な社会課題となっている。 

厚生労働省の「障害児入所施設の在り方に関する検討会」がまとめた「障害児入所施設の機能強化をめざ
して― 障害児入所施設の在り方に関する検討会報告書 ―」（2020 年 2 月）によれば、「入所児童の最善の利
益を保障する観点からは、地域や他施設に適切な受け皿がないのに、18 歳以上となったことをもって強制的
に退所させられることにより、本人が行き場のない状態に陥ることがあってはならない。他方で、18 歳以上
を対象とする障害福祉サービスも多く、年齢に応じてこうしたサービスを利用する機会が確保される必要が
ある」とされる。また、厚生労働省が実施した「障害児入所施設移行状況に関する調査」28によれば、18 歳
以上（いわゆる過齢児を含む）の移行を進める上での課題点として最も多い回答を得たのが「社会資源不足
のため本人に適した移行先が見当たらない」であり、地域のグループホームや障害者支援施設に空きが少な
く、入所を希望している施設に中々入れない等の課題が明らかになっている。 

                                                      
28 2021 年 1 月より開催された「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」において、今後の障害児入所施

設における円滑な移行の在り方を検討するための基礎資料として活用することを目的として実施された。すべての障害

児入所施設（指定発達支援医療機関を含む）525 箇所（福祉型：253 箇所・医療型：272 箇所）を対象に、2020 年 4 月

1 日～2021 年 1 月 31 日の状況について調査したもの。 
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■18 歳以上（いわゆる過齢児を含む）の移⾏を進める上での課題点（福祉型、施設数︓n=186） 

 
[出所：「『障害児入所施設移行状況に関する調査』の結果」（厚生労働省社会・援護局、2021 年 12 月公表）] 

ネガティブな影響への配慮︓ 松風学園は 1960 年の開所以来、長きにわたり地域の理解を得ている施設であ
り、事前に地域住民への説明会等を実施のうえで事業を進めている。新居住棟にはスタッフステーションか
ら確認可能な見守りカメラを設置しており、ICT の活用がなされている。 

原則に例⽰される事業区分との整合︓ 松風学園の整備は、居住環境の改善により利用者の Well-being 向上
を促すとともに、過齢児の適切な受け皿確保に資するもの。障害の有無にかかわらず、すべての人が住み慣
れた地域で自分らしい生活を続けることができるよう地域で支え合う地域包括ケアシステムの構築と地域共
生社会の実現に資するとの社会的成果が見込める。事業区分は「障害者」を対象とした「必要不可欠なサー
ビスへのアクセス」に該当する。 

SDG との整合︓ ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs へ
の貢献を確認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

3.8 全ての⼈々に対する財政リスクからの保護、質の⾼い基礎的な保健
サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が⾼く安価な必須医薬品
とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC）を達成する。 
4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先
住⺠及び脆弱な⽴場にある⼦供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や
職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 
10.2 2030 年までに、年齢、性別、障害、⼈種、⺠族、出⾃、宗教、あ
るいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての⼈々の能⼒強化及
び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 
11.3 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての
国々の参加型、包摂的かつ持続可能な⼈間居住計画・管理の能⼒を強化
する。 
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果
的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 
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神奈川東部方面線整備事業は人々により低排出な輸送手段への移行を可能とするものであり、「クリーン
輸送」に該当するグリーン適格事業である。横浜市内外への移動の円滑化や利便性向上により市民生活や
企業活動の活性化が見込まれるとともに、地域のまちづくり活動や事業者による土地利用にあたってのガ
イドラインを事業者と共有する等、新駅設置や周辺道路の整備等による地区の状況変化や社会経済情勢の
変化等に対しても柔軟な対応が図られる。事業評価監視委員会が事業再評価において環境・安全への影響
評価を実施しており、適切な環境保全策が実施されることから、全体として明確な環境改善効果が見込め
ると判断した。 
（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業は米軍施設の跡地にグリーンインフラを実装した巨大な都市公

園を計画するものである。都市部における緑地の保全・育成、生態系ネットワークの形成、水資源循環、
防災・減災機能の強化及び暑熱対策に資する取組内容であり、「生物自然資源及び土地利用に係る環境持続
型管理」、「持続可能な水資源及び廃水管理」、「気候変動への適応」に該当するグリーン適格事業である。
ネイチャーポジティブの実現に向けた政府の基本戦略の中でも重要な位置づけにあり、2027 年の国際園芸
博覧会の開催に向け、都市生活と自然の共存を可能とするグリーンシティの実現が期待できる。環境影響
評価や事後評価を通じて適切な環境保全策が実施されることから、事業全体として明確な環境改善効果が
見込めると判断した。 
横浜市独自の施設である地域ケアプラザは、日常生活圏域単位の福祉保健の拠点として、誰もが地域で

安心して暮らせるような「地域づくり」、「地域のつながりづくり」を支える。参加と協働の促進により、
高齢者をはじめ、子ども、障害のある人等、多くの市民に健康増進や安心確保といった効果が及ぶものと
期待され、市民生活における Well-being の向上、地域共生社会の実現に資するとのポジティブな社会的成
果が見込まれる。事業区分は、高齢者、障害者を含む全ての人々を対象とした「必要不可欠なサービスへ
のアクセス」及び「社会経済的向上とエンパワーメント」に該当するソーシャル適格事業である。 
小中学校は次世代を担う子どもたちの重要な学びの場であり、子育て世帯にとって必要不可欠なサービ

スである。少人数学級の整備は GIGA スクール構想との両輪により、学習支援が必要な子どもを含むすべ
ての子どもたちの可能性を引き出し、個別最適な学びと協働的な学びを実現するとのポジティブな社会的
成果が期待できる。事業区分は子どもと子育て世帯を対象とした「必要不可欠なサービスへのアクセス」
に該当するソーシャル適格事業である。  
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

(1) 包括的な⽬標、戦略等への組み込み 

 横浜市は 2022 年 12 月、「横浜市中期計画 2022-2025」（以下、中期計画）を策定した。計画策定にあた
っての基本認識として、人口減少局面に入り、社会のあらゆる分野で担い手が不足することによる、地
域コミュニティや市内経済の活力低下、市税収入の減少・社会保障経費の増加、都市インフラの老朽化
の進行などに伴う、市民サービスの維持等の課題が見込まれるとしている。また、地震や激甚化する風
水害などの自然災害や、新型コロナウイルス感染症など、市民の安全・安心を脅かす諸課題への迅速な
対応、脱炭素などの地球温暖化対策、社会のデジタル化といった既に直面している課題への対応も求め
られているとしている。 

■中期計画の全体像 

  

[出所：横浜市中期計画 2022-2025（概要版）] 
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 中期計画においては、人口減少社会にあってこそ、横浜に関係するすべてのステークホルダーとの協働・
共創の力で未来を切り拓いていく必要があるとの認識のもと、2040 年頃の横浜のありたい姿を「共にめ
ざす都市像29：明日をひらく都市」として策定している。その実現に向け、次世代を育み都市としての活
力を生み出しつづけることが最重要であるとしたうえで、「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨ
コハマ」を 2030 年頃までの基本戦略に掲げている。中期計画では、共にめざす都市像の実現に向けた
10 年程度の方向性・姿勢を基本戦略で明確化した上で、9 つの中長期的な戦略を定めるとともに、戦略
を踏まえて計画期間の 4 年間に重点的に取り組む 38 の政策をとりまとめている（上図参照）。中期計画
では、財政ビジョン30の実現に向けて基本戦略への貢献度が高い策を優先して実行していくことと、行政
運営の基本方針31を踏まえた行政サービスの最適化をセットで進め、基本戦略の推進とともに将来の財
源を確保するとしている。 

 本フレームワークで定める 13 の適格プロジェクトは、中期計画で定める 9 つの戦略の中でも「戦略 1 
すべての子どもたちの未来を創るまちづくり」（政策 2・4・6）、「戦略 2 誰もがいきいきと生涯活躍で
きるまちづくり」（政策 13・15）、「戦略 3 Zero Carbon Yokohama の実現」（政策 18）、「戦略 6 成長と
活力を生み出す都心・臨海部のまちづくり」（政策 30）、「戦略 7 花・緑・農・水の豊かな魅力あふれる
ガーデンシティ横浜の実現」（政策 31）、「戦略 8 災害に強い安全・安心な都市づくり」（政策 34）、「戦
略 9 市民生活と経済活動を支える都市づくり」（政策 36）の一環として位置付けられている。 

■9 つの戦略及び 38 の政策 
戦略１すべての⼦どもたちの未来を創るまちづくり 

政策１切れ⽬なく⼒強い⼦育て⽀援〜妊娠・出産期・乳幼児期〜 
政策２切れ⽬なく⼒強い⼦育て⽀援〜乳幼児期・学齢期〜 
政策３困難な状況にある⼦ども・家庭への⽀援 
政策４児童虐待・DV の防⽌と社会的養護の充実 
政策５⼦ども⼀⼈ひとりを⼤切にした教育の推進 
政策６豊かな学びの環境の実現 

 
戦略２誰もがいきいきと⽣涯活躍できるまちづくり 

政策７市⺠の健康づくりと安⼼確保 
政策８スポーツ環境の充実 
政策９地域コミュニティの活性化 
政策 10 地域の⽀えあいの推進 
政策 11 多⽂化共⽣の推進 
政策 12 ジェンダー平等の推進 
政策 13 障害児・者の⽀援 
政策 14 暮らしと⾃⽴の⽀援 
政策 15 ⾼齢者を⽀える地域包括ケアの推進 
政策 16 在宅医療や介護の推進 
政策 17 医療提供体制の充実 

 
戦略３Zero Carbon Yokohama の実現 

政策 18 脱炭素社会の推進 
                                                      
29 中期計画においては、2040 年頃の課題が解決した姿を描き、市民・事業者と共有し、市が目指す長期的・中期的な方

向性を示しながら具体施策とのつながりを持たせるとの目的から、「共にめざす都市像」、「基本戦略」、戦略政策‐施策‐

事業」を体系的に整理している。「共にめざす都市像」は、現在及び未来の横浜をとりまく環境を統計データや有識者等

の知見を踏まえて策定した「2040 年頃の横浜のありたい姿」である。４か年毎に策定される中期計画の指針として活用

するほか、横浜に関わる多様な人・企業・団体が、共に未来を切り拓いていくための共通認識として発信・活用していく

としている。 
30 「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」（2022 年 6 月）は、“財政を土台”に持続可能な市政が進められるよ

う策定された中長期の財政方針。財政ビジョンでは、目指すべき「持続的な財政」の姿の実現に向けて、「債務管理」、「財

源確保」、「資産経営」、「予算編成・執行」、「情報発信」、「制度的対応」の 6 つの柱から成る「財政運営の基本方針」を掲

げている。この基本方針に基づく、将来に向けて今から取り組むアクション（債務管理、収支差解消、資産経営、地方税

財政制度の充実に向けた課題提起）を踏まえ、「施策の推進」と「財政の健全性の維持」の両立に向けて、財政目標を設

定し取組を推進していくとしている。 
31 横浜市では現在、今後 10 年程度を見据え、横浜市役所と職員が「どのような考え方で、何に重点をおき、どういった

姿勢で行政運営に取り組むか」を明確にし、これまでの横浜市役所を「創造・転換」＝「イノベーション」していくため

の市役所内部の大方針として、「行政運営の基本方針」の策定を進めている。 
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政策 19 持続可能な資源循環の推進 
 
戦略４未来を切り拓く経済成⻑と国際都市・横浜の実現 

政策 20 中⼩・⼩規模事業者の経営基盤強化 
政策 21 スタートアップの創出・イノベーションの推進 
政策 22 観光・MICE の振興 
政策 23 市内⼤学と連携した地域づくり 
政策 24 国際ビジネス⽀援と地球規模課題解決への貢献 
政策 25 世界から集いつながる国際都市の実現 

 
戦略５新たな価値を創造し続ける郊外部のまちづくり 

政策 26 ⼈を惹きつける郊外部のまちづくり 
政策 27 豊かで暮らしやすい住まい・環境づくり 
政策 28 ⽇常⽣活を⽀える地域交通の実現 

  
戦略６成⻑と活⼒を⽣み出す都⼼・臨海部のまちづくり 

政策 29 活⼒ある都⼼部・臨海部のまちづくり 
政策 30 市⺠に⾝近な⽂化芸術創造都市の推進 

 
戦略７花･緑･農･⽔の豊かな魅⼒あふれるガーデンシティ横浜の実現 

政策 31 ⾃然豊かな都市環境の充実 
政策 32 活⼒ある都市農業の展開 

 
戦略８災害に強い安全・安⼼な都市づくり 

政策 33 地震に強い都市づくり 
政策 34 ⾵⽔害に強い都市づくり 
政策 35 地域で⽀える防災まちづくり 

 
戦略９市⺠⽣活と経済活動を⽀える都市づくり 

政策 36 交通ネットワークの充実 
政策 37 国際競争⼒のある総合港湾づくり 
政策 38 公共施設の計画的・効果的な保全更新 

[出所：横浜市中期計画 2022-2025] 

■横浜市地球温暖化対策実⾏計画の位置づけと関連計画等 

 
 [出所：横浜市地球温暖化対策実行計画] 
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 2023 年 1 月、横浜市は「横浜市地球温暖化対策実行計画」及び同市役所編（計画期間：2022 年度~2030
年度）を改訂した。これらは「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条第 3 項に基づく地方公共
団体実行計画(区域施策編)、「気候変動適応法」第 12 条に基づく地域気候変動適応計画、「横浜市脱炭素
社会の形成の推進に関する条例」（以下、脱炭素条例）第 7 条に基づく脱炭素社会の形成の推進に関する
基本的な計画として、地球温暖化対策の総合的な推進を図るものである。また、環境基本計画にあたる
「横浜市環境管理計画」の分野別計画として位置付けられている。 

 本フレームワークで定めるグリーン適格プロジェクトについては、横浜市地球温暖化対策実行計画、同
市役所編及びこれらの関連計画において重要な戦略的意義を有している。横浜市は 2018 年 10 月に横浜
市地球温暖化対策実行計画を改定し、2050 年までの脱炭素化を目指す「Zero Carbon Yokohama」を掲
げた。2021 年には地球温暖化対策の推進とともに市内経済循環と持続可能な発展の実現を目指す脱炭
素条例を施行、さらに 2022 年 2 月には 2030 年度までの温室効果ガス削減目標を国の目標を上回る
「2013 年度比 50%」に引き上げることを宣言した。2023 年 1 月の改訂では「市役所の率先行動」や
2027 年に横浜で初の万博開催となる国際園芸博覧会を見据えた「脱炭素に対応したまちづくり」を重点
取組に掲げ、脱炭素に向けた取組みを加速している。 

(2)  プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 適格プロジェクトの事業名称、環境・社会面の目標及びプロジェクトの評価・選定のプロセスを本フレ
ームワークに明記している。適格プロジェクトは、インパクトを定量的に把握することが可能な事業に
限定している。 

 適格プロジェクトは予算において編成された各事業の中から、法令の規定により地方債の財源とするこ
との可能な事業に対象を絞っている。 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス 

 中期計画で掲げる 9 つの戦略及び 38 の政策を踏まえ、財政局資金課が環境・社会面において明確な便
益が見込まれる事業をプロジェクト候補として抽出している。 

 財政局資金課が各事業課と協議しその適格性を評価した上で、財政局長が本フレームワークにおいて対
象となる事業を適格プロジェクトとして選定している。 

 適格プロジェクトは、地方自治法等の関係法令に基づき策定され、必要な市会の議決を経たものとなっ
ており、事業評価が適切に実施されている。なお、環境・社会面における重大な負のインパクトを直接
的に生じさせることが明らかになった事業については、適格プロジェクトから速やかに除外する。 

横浜市は、人口減少社会にあってこそ、横浜に関係するすべてのステークホルダーとの協働・共創の力で
未来を切り拓いていく必要があるとの考えから、2040 年頃の横浜のありたい姿を「共にめざす都市像：明日
をひらく都市」としている。「明日をひらく都市」の実現に向けて、次世代を育み、都市としての活力を生み
出しつづけることが最重要であるとしたうえで、「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を
2030 年頃までの基本戦略に掲げている。中期計画（計画期間：2022~2025 年度）では、共にめざす都市像の
実現に向けた 10 年程度の方向性・姿勢を基本戦略で明確化した上で、9 つの中長期的な戦略を定めるととも
に、戦略を踏まえて計画期間内に重点的に取り組む 38 の政策をとりまとめている。本フレームワークで定め
る 13 の適格プロジェクトは、上記の政策の一環として明確に位置付けられている。 

本フレームワークで定めるグリーン適格プロジェクトについては、横浜市地球温暖化対策実行計画、同市
役所編及びこれらの関連計画において重要な戦略的意義を有している。横浜市は 2018 年 10 月に横浜市地球
温暖化対策実行計画を改定し、2050 年までの脱炭素化を目指す「Zero Carbon Yokohama」を掲げた。2021
年には地球温暖化対策の推進とともに市内経済循環と持続可能な発展の実現を目指す脱炭素条例を施行、さ
らに 2022 年 2 月には 2030 年度までの温室効果ガス削減目標を国の目標を上回る「2013 年度比 50%」に引
き上げることを宣言した。2023 年 1 月の改訂では「市役所の率先行動」や 2027 年に横浜で初の万博開催と
なる国際園芸博覧会を見据えた「脱炭素に対応したまちづくり」を重点取組に掲げ、脱炭素に向けた取組み
を加速している。 

適格プロジェクトは、予算において編成された各事業の中から、インパクトを定量的に把握することが可
能であり、かつ法令の規定により地方債の財源とすることの可能な事業に対象を絞っている。適格プロジェ
クトは事業評価が適切に実施され、地方自治法等の関係法令に基づき策定され、必要な市会の議決を経たも
のとなっている。財政局資金課が各事業課と協議しその適格性を評価した上で、財政局長が適格プロジェク
トとして選定している。以上より、プロジェクトの評価・選定のプロセスは妥当と判断した。 
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3. 調達資⾦の管理 

 本フレームワークに基づく調達資金は法令・条例等の定めるところにより適切に管理される。地方自治
法第 208 条によれば、「地方公共団体の各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに
充てなければならない」ため、本フレームワークによる調達資金は、当該年度中に資金充当が完了する。
一時的に発生する未充当資金は現金または現金同等物、短期金融資産などの流動性の高い資産により運
用される。 

 予算編成においては、市債を充当する事業と市債を充当する額を紐づけて管理しており、充当する資金
は経理区分に従って分類され、その資金使途が明確に管理される。 

 全ての歳入歳出は、各会計年度の終了後に決算関係書類を調製し、監査委員の決算審査とともに市会の
認定を受ける。 

本フレームワークに基づく調達資金は法令・条例等の定めるところにより適切に管理される。当該年度中
に資金充当が完了する予定であり、一時的に発生する未充当資金は現金または現金同等物、短期金融資産な
どの流動性の高い資産により運用される。適格プロジェクトに充当する資金は経理区分に従って分類され、
その資金使途が明確に管理される。適格プロジェクトに係る歳入歳出は、各会計年度の終了後に決算関係書
類を調製し、監査委員の決算審査とともに市会の認定を受ける。以上より、調達資金の管理は妥当と判断し
た。 

 

4. レポーティング 

(1) 開⽰の概要 

 グリーンボンド原則 2021、ソーシャルボンド原則 2023 及びサステナビリティボンド・ガイドライン
2021 における「透明性向上のための重要な推奨事項」を踏まえ、本フレームワークを横浜市のホームペ
ージで開示する。 

 債券発行後のレポーティングは調達資金が全額充当されるまでの間、年次で以下の開示を予定している。
なお、資金充当状況及び環境・社会面のインパクトは、いずれも事業単位かつ債券単位で開示する。 

 
 開⽰事項 開⽰タイミング 開⽰⽅法 
資
⾦
充
当
状
況 

 
・調達資⾦を充当した事業のリスト 
・調達⾦額と各事業への充当⾦額 
・未充当額の残⾼及び運⽤⽅法 
 
 
 

 
適格プロジェクトに
調達資⾦が全額充当
されるまでの間、 
年次で開⽰ 
 
 

 
横浜市のホームペ
ージで開⽰ 
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環
境
・
社
会
的
の
イ
ン
パ
ク
ト 

 
環境・社会的な改善効果に関して、実務上可能
な範囲で以下のとおり開⽰する。 
 
【グリーン適格プロジェクト】 
 神奈川東部⽅⾯線整備の概要 
 CO2 排出削減量の⾒込値（t-CO2） 

及びその前提 
・以下の指標の実績値 

市役所 RE100 推進事業 
︓LED 化率（%） 
⽼朽校舎改修事業（LED 化改修⼯事） 
︓整備数（件） 
公園整備事業（（仮称）旧上瀬⾕通信施設公

園） 
︓実施⾯積（㎡） 
河川整備 
︓護岸整備（ｍ）/護岸整備率（%）  
下⽔道整備 
︓整備対象地区の対策完了率（%） 

 
【ソーシャル適格プロジェクト】 
・各事業の概要 
・各事業の対象とする⼈々 
・各事業における以下の指標の実績値 

インフラ施設の整備、改修 
︓整備施設数（件） 
保育所等整備 
︓定員数（⼈） 
特別養護⽼⼈ホーム整備 
︓整備数（⼈分）、利⽤者数⾒込（⼈） 
地域ケアプラザ整備 
︓整備数（件） 
⼩中学校整備 
︓整備数（件）、利⽤者数⾒込（⼈） 
児童福祉施設整備 
︓施設定員数（⼈） 
障害者⽀援施設整備 
︓利⽤者数⾒込（⼈） 

 

 調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、充当後に充当状況に大きな変化が生じた場合は、速
やかに開示する。 

(2) 環境改善効果・社会的成果に係る指標、算定⽅法等 

 神奈川東部方面線整備については CO2排出削減量の見込値（t-CO2）をその前提とともに開示し、その
他のグリーン適格プロジェクトについては整備実績を示す指標や計画に対する進捗率を開示する。ソー
シャル適格プロジェクトについては、各事業の概要、対象となる人々に加えて、施設の整備数や定員数
などのアウトプットに相当する指標を開示する。 

 中期計画期間内の各政策及び各施策の成果を分かりやすく示す指標を開示していく。適格プロジェクト
に関するアウトカム、インパクトについて、それらの指標等を参照して把握することが可能である。 
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横浜市のホームページで本フレームワークを開示する。債券発行後の資金充当状況及び環境・社会面のイ
ンパクトについては、事業単位かつ債券単位で開示する。神奈川東部方面線整備については CO2排出削減量
の見込値（t-CO2）をその前提とともに開示し、その他のグリーン適格プロジェクトについては整備実績を示
す指標や計画に対する進捗率を開示する。ソーシャル適格プロジェクトについては、各事業の概要、対象と
なる人々に加えて、施設の整備数や定員数などのアウトプットに相当する指標を開示する。また、中期計画
期間内の各政策及び各施策の成果を分かりやすく示す指標を開示していく予定であり、アウトカム及びイン
パクトについては、それらの指標等を参照して把握することが可能である。以上より、レポーティングは妥
当と判断した。 

 
以 上 
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